
　
受
給
資
格
者
証
の
有
効
期
限
が
７
月

31
日
㈬
ま
で
の
人
に
、
新
し
い
受
給
資

格
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

　
重
度
心
身
・
高
齢
重
度
障
害
者
の
新

し
い
受
給
資
格
者
証
は
、
自
動
で
７
月

下
旬
に
郵
送
さ
れ
ま
す
。

　
母
子
・
父
子
家
庭
な
ど
の
人
は
現
況

届
を
提
出
し
た
人
に
限
り
、
新
し
い
受

給
資
格
者
証
を
７
月
下
旬
に
郵
送
。
現

況
届
を
提
出
し
て
い
な
い
人
は
、
７
月

中
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
今
回

は
子
ど
も
の
受
給
資
格
者
証
の
更
新
は

あ
り
ま
せ
ん
。

● 

変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
届
け
出
を

　
住
所
や
氏
名
、
加
入
す
る
健
康
保
険

な
ど
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や

か
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
加

入
す
る
健
康
保
険
か
ら
高
額
療
養
費
が

支
給
さ
れ
る
場
合
は
必
ず
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。

　
７
月
21
日
㈰
は
群
馬
県
知
事
選
挙
と

第
25
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の
投
票

日
。
あ
な
た
の
大
切
な
一
票
を
無
駄
に

せ
ず
、
必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

期
日
＝〈
告
示
日・
公
示
日
〉７
月
４
日

㈭〈
投
票
日
〉７
月
21
日
㈰

投
票
時
間
＝
７
時
〜
19
時（
三
夜
沢
赤

城
神
社
氏
子
会
館
と
西
大
河
原
集
落
セ

ン
タ
ー
は
18
時
ま
で
）

投
票
所
＝
市
内
１
０
０
カ
所

投
票
で
き
る
人
＝
平
成
13
年
７
月
22
日

以
前
に
生
ま
れ
た
人
で
、今
年
４
月
３

日
以
前
か
ら
本
市
の
住
民
基
本
台
帳
に

引
き
続
き
記
録
さ
れ
、選
挙
人
名
簿
に

登
録
さ
れ
て
い
る
人

● 

投
票
所
入
場
券

　
投
票
所
入
場
券
は
折
り
た
た
み
式
の

ハ
ガ
キ
で
、
世
帯
主
宛
て
に
郵
送
。
同

一
世
帯
４
人
分
ま
で
の
入
場
券
が
一
通

に
表
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
有
権
者
が
５

人
以
上
の
世
帯
に
は
、
複
数
の
ハ
ガ
キ

を
郵
送
。
入
場
券
が
な
い
場
合
は
投
票

所
で
再
発
行
し
ま
す
。
参
議
院
議
員
選

挙
は
、
公
示
日
後
に
発
送
予
定
。
入
場
券

到
着
前
で
も
期
日
前
投
票
は
可
能
で
す
。

問 

入
場
券
に
つ
い
て
は
市
民
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
０
２

● 

開
票

　

20
時
20
分
か
ら
市
立
前
橋
高
で
実

施
。
投
票
状
況
と
開
票
結
果
は
県
や
本

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
速
報
し
ま
す
。

● 

期
日
前
投
票
所
を
開
設

　
投
票
日
当
日
投
票
に
行
け
な
い
場
合

は
、
期
日
前
投
票
所
で
事
前
に
投
票
で

き
ま
す
。
ど
の
会
場
で
も
投
票
可
能
。

投
票
所
と
開
設
日
時
は
左
表
の
と
お

り
。
入
場
券
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

● 

住
所
異
動
し
た
場
合
の
投
票

　
６
月
20
日
以
降
に
市
内
で
住
所
異
動

し
た
場
合
、
当
日
は
住
所
異
動
前
の
投

票
所
で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

　
県
内
へ
転
出
し
た
場
合
の
群
馬
県
知

事
選
挙
の
投
票
は
、
市
町
村
長
が
発
行

す
る
「
引
き
続
き
県
内
に
住
所
を
有
す

る
証
明
書
」
を
提
示
す
る
か
、
投
票
所

で
そ
の
確
認
が
必
要
で
す
。
県
外
へ
転

出
し
た
場
合
、
群
馬
県
知
事
選
挙
は
投

票
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
今
年
４
月
４

日
以
降
に
本
市
へ
転
入
届
出
を
し
た
人

は
、
前
住
所
地
の
選
挙
管
理
委
員
会
へ

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

● 

市
外
に
滞
在
し
て
い
る
人

　
投
票
資
格
が
あ
り
市
外
に
滞
在
中
の

人
は
、
滞
在
す
る
市
区
町
村
の
選
挙
管

理
委
員
会
を
通
じ
て
、
不
在
者
投
票
が

で
き
ま
す
。
本
市
か
滞
在
す
る
市
区
町

村
で
早
め
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

● 

代
理
投
票
と
点
字
投
票

　
体
が
不
自
由
で
字
を
書
く
こ
と
が
で

き
な
い
人
は
、
投
票
所
係
員
が
代
わ
っ

て
記
載
。
点
字
投
票
も
で
き
ま
す
。
投

票
所
係
員
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

● 

病
院
な
ど
に
入
院
・
入
所
中
の
人

　
各
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
指

定
の
病
院
、
老
人
・
身
体
障
害
者
施
設

な
ど
に
入
院
・
入
所
中
の
人
は
、
施
設

内
で
投
票
可
能
。
施
設
担
当
者
に
申
し

出
て
く
だ
さ
い
。

● 

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
制
度

　
投
票
所
に
行
く
こ
と
が
困
難
な
重
度

の
障
害
の
あ
る
人
は
、
自
宅
で
投
票
で

き
る
不
在
者
投
票
制
度
が
利
用
で
き
ま

す
。
こ
の
制
度
を
利
用
す
る
と
き
は
事

前
に
、本
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら「
郵

便
等
投
票
証
明
書
」
の
交
付
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。
投
票
用
紙
の
請
求
期
限
は

７
月
17
日
㈬
ま
で
で
す
。

● 

新
た
な
対
象
者
は
申
請
を

　
市
内
在
住
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
人
は
保
険
診
療
な
ど
の
一
部
負
担

金
が
福
祉
医
療
費
で
助
成
さ
れ
ま
す
。

　
❶
中
学
卒
業
ま
で
の
子
ど
も
❷
重
度

心
身
・
高
齢
重
度
障
害
者
（
身
体
障
害

者
手
帳
一
級
か
二
級
、
療
育
手
帳
Ａ
判

定
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
一
級
の
い
ず

れ
か
を
持
っ
て
い
る
人
か
障
害
基
礎
年

金
一
級
相
当
、
Ｉ
Ｑ
35
以
下
ど
ち
ら
か

の
証
明
が
で
き
る
人
）
❸
母
子
・
父
子

家
庭
な
ど
（
高
校
卒
業
ま
で
の
子
と
扶

養
者
。
所
得
制
限
あ
り
）。

　
次
の
と
お
り
各
状
況
に
応
じ
て
必
要

に
な
る
物
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
物
＝
本
人
確
認
で
き
る

身
分
証
明
書
と
該
当
者
の
健
康
保
険
証

〈
重
度
心
身
・
高
齢
重
度
障
害
者
〉
障
害

の
状
況
を
証
明
す
る
書
類
〈
母
子
・
父

子
家
庭
な
ど
〉
所
得
課
税
証
明
書
な
ど

と
戸
籍
謄
本
（
省
略
で
き
る
場
合
あ
り
）

申
し
込
み
＝
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

か
大
胡
・
宮
城
・
粕
川・
富
士
見
支
所
で

変
更
な
ど
は
届
け
出
を

新
し
い
福
祉
医
療
費
受
給
資
格
者
証
が
届
き
ま
す

投
票
日
は
７
月
21
日
㈰

群
馬
県
知
事
と
参
議
院
議
員
の
選
挙

問 

国
民
健
康
保
険
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
５
３

問 

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
４
２

　国民年金の保険料納付が難しい場合に、納付免除
や納付猶予になる制度があります。申請は７月から受
け付け。保険料の納付期限から２年を経過していない
ものもさかのぼって申請できます。また、現在保険料
免除などの承認を受けていて、継続申請していない
人は、市役所市民課か各支所へ申請してください。
種類＝〈免除申請〉本人、配偶者、世帯主の前年所得が
一定額以下の場合や、失業などの理由がある場合に
保険料を免除〈納付猶予申請〉学生でない50歳未満
の人で、本人や配偶者の前年所得が一定額以下の場
合に納付猶予〈学生納付特例申請〉学生で本人の前
年所得が一定額以下の場合に納付猶予（学生証か在
学証明書が必要）

● 産前産後期間も免除に
　出産予定日か出産日が属する月の前月から４カ月間

（多胎妊娠の場合は３カ月前から６カ月間）の国民年金
保険料が免除になります。対象は、国民年金第１号被
保険者で出産日が今年２月以降の人。届け出は出産
予定日の６カ月前からで、出産後でも可能です。なお、
３月以前の保険料は免除になりません。

　告示日・公示日以降、上毛・朝日・毎日・読
売・産経・東京・日本経済新聞の朝刊に折り
込み予定。これらの新聞を購読していない
場合は、本市選挙管理委員会事務局に連絡
してください。また、市役所・水道局・各市民
サービスセンターなどの市有施設、市内のＪＲ
各駅、上毛電鉄中央前橋駅・大胡駅、各郵便
局にも選挙公報を設置。県選挙管理委員会
ホームページにも掲載されます。

７月から申請できます
国民年金保険料の納付免除

問 市民課 ☎０２７‐８９８‐６２５４

選挙公報

期日前投票所
投票所名 日時

市役所１階市
民ロビー

７月５日㈮～20日㈯、
８時30分～20時

各支所・市民
サービスセン
ター ７月15日㈪～20日㈯、

９時～20時前橋プラザ
元気21 3階 
31研修室
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